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社報タイトル「協力」は社内で

掲げる平成30年の標語です。 

 本年最初の給与支払日の前日（申告期限） 
1. 給与所得者の扶養控除等申告書の提出 

提出先…給与の支払者（所轄税務署長） 
 1 月 10 日（申告期限） 

2. 前年 12 月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 
（年 2 回納付の特例適用者は前年 7 月から 12 月までの徴収分を 1 月 21 日までに納付）

 1 月 31 日（申告期限） 
3. 支払調書の提出 
4. 源泉徴収票の交付 

交付先…①所轄税務署長 ②受給者 

5. 固定資産税の償却資産に関する申告 
6. 11 月決算法人の確定申告 

＜法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・（法人事業所税）・法人住民税＞ 
7. 2 月，5 月，8 月，11 月決算法人の 3 月ごとの期間短縮に係る確定申告 

＜消費税・地方消費税＞ 
8. 法人・個人事業者の 1 月ごとの期間短縮に係る確定申告 

＜消費税・地方消費税＞ 
9. 5 月決算法人の中間申告 

＜法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税＞（半期分） 
10. 消費税の年税額が 400 万円超の 2 月，5 月，8 月決算法人の 3 月ごとの中間申告 

＜消費税・地方消費税＞ 
11. 消費税の年税額が 4,800 万円超の 10 月，11 月決算法人を除く法人・個人事業者の

1 月ごとの中間申告（9 月決算法人は 2 か月分） 
＜消費税・地方消費税＞ 

12. 給与支払報告書の提出 
(1) 提出義務者…1 月 1 日現在において給与の支払をしている者で、給与に関する

所得税の源泉徴収義務がある者 
(2) 提出先…給与の支払を受けている者の住所地の各市町村長 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参加者の皆様には朝早くからお越しいただ

き、丘陵地を巡るコースでインコース、アウト

コースを合わせ２３組９１名による、熱戦を

繰り広げました。 

次回の親睦ゴルフ大会へは更なるご参加を職員一同、心よりお待ちしております。 

２位 
西尾建機㈱
西尾則雄様

３位
メットライフ生命保険

廣瀬浩二様 

第１６回 親睦ゴルフ大会を平成３０年１１月８日木曜日、栃木県栃木ヶ丘ゴルフ倶楽部にて

開催いたしました。 
昨年とは異なり天気にも恵まれ、多くの皆様のご参加により盛況の内に無事終了致しました。

優勝 
㈲ワイケー工業 

狩野義政様 

プレイ後にはパーティーを

催し、表彰式を行いました。

業種の垣根を超えて親睦の輪

を広げる場となりました。 

所長賞
㈲新井美建 
新井朱美様


